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令和３年４月２７日岩沼市役所１階大会議室において、下記案件を審議するため、

第４回岩沼市農業委員会総会を開催した。 

 

記 

 

報告第１号 農地法第 3 条の 3 第 1 項の規定による届出について 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請について 

議案第５号 農用地利用集積計画について 
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１、出席委員 

 1 番 平井 博 2 番 長田 幸浩 3 番 佐藤 勲 4 番 長田 克美 

 5 番 大友 信由 6 番 渡邉 等 7 番 猪股 政一 8 番 郡山 正志 

 9 番 菅原 龍也 10番 八巻 文彦 11番 宮部 淳子 12番 木皿 清 

 13番 菅井 武雄 14番 吉田 俊美     

    

２、欠席委員     

      

      

３、農地利用最適化推進委員    

 17番 鎌田 正治 18番 川村 雄治     

         

         

４、事務局職員     

 事務局長事務取扱 新妻 敏幸 農地調整係長 五十嵐 香織  

 主査 小林 真由 主事 佐々木 常行  
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１、同日午後１時３５分開会 

議 長 

 

 ただいまから、第４回岩沼市農業委員会総会を開会いたします。 

 ただいまの出席委員は１４名で、農業委員会等に関する法律第２７条第

３項の規定に基づく定足数を充たしており、本日の総会は成立いたしてお

ります。 

  

議 長 日程第１、会期の決定について、を議題といたします。今会期は、本日

１日といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 (「異議なし」の声) 

議 長 ご異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたします。 

  

議 長 日程第２、議事録署名委員の指名をいたします。議事録署名委員は、岩

沼市農業委員会規程第１９条の規定により、議長において、７番猪股政一

委員、８番郡山正志委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

  

議 長  日程第３、報告第１号、農地法第３条の３第１項の規定による届出につ

いて、を議題といたします。事務局から報告願います。 

新妻事務局長事務取扱  議案書の１頁をご覧ください。報告第１号、農地法第３条の３第１項の

規定による届出について、２件受理いたしております。内容につきまして

は、いずれも相続による所有権の移転でございます。なお、この届出につ

いては、委員会規程による事務局長専決事項となっております。以上でご

ざいます。 

議 長 ただいまの事務局からの報告に対し、質疑・ご意見等をいただきます。

ご意見等がある方は、挙手願います。ございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、報告第１号を終了いたします。 

  

議 長 日程第４、報告第２号、農地法第４条第１項第８号の規定による届出に

ついて、を議題といたします。事務局から報告願います。 

新妻事務局長事務取扱  議案書の２頁をご覧ください。報告第２号、農地法第４条第１項第８号

の規定による届出について、１件受理いたしております。内容につきまし

ては、市街化区域内の農地に集合住宅を建築するための転用でございます。

なお、この届出については、委員会規程による事務局長専決事項となって

おります。以上でございます。 

議 長 ただいまの事務局からの報告に対し、質疑・ご意見等をいただきます。

ご意見等がある方は、挙手願います。ございませんか。 
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 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、報告第２号を終了いたします。 

  

議 長 日程第５、報告第３号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出に

ついて、を議題といたします。事務局から報告願います。 

新妻事務局長事務取扱  議案書の３頁、４頁をご覧ください。報告第３号、農地法第５条第１項

第７号の規定による届出について、６件受理いたしております。内容につ

きましてはいずれも市街化区域内の農地を転用しようとするもので、整理

番号１は近隣での工事に際して資材置場及び駐車場に利用するということ

で農地を一時転用するものです。整理番号２は分譲住宅を建築するもの、

整理番号３は水道管を埋設するもの、整理番号４は宅地への通路を拡幅す

るものです。整理番号５は駐車場及び倉庫と利用するもの、整理番号６は

個人住宅を建築するものとなっております。なお、この届出につきまして

も、委員会規程による事務局長専決事項となっております。 

議 長 ただいまの事務局からの報告に対し、質疑・ご意見等をいただきます。

ご意見等がある方は、挙手願います。ございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、報告第３号を終了いたします。 

  

議 長 日程第６、報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による解約通知に

ついて、を議題といたします。事務局から報告願います。 

新妻事務局長事務取扱  議案書の５頁、６頁をご覧ください。報告第３号、農地法第１８条第６

項の規定による解約通知について、２件受理いたしております。内容につ

きましては、いずれも合意解約です。双方の担い手を交換し、地域のずれ

を解消するため、解約するものです。なお、この解約通知の受理につきま

しては、委員会規程による事務局長専決事項となっております。以上でご

ざいます。 

議 長 ただいまの事務局からの報告に対し、質疑・ご意見をいただきます。ご

意見等がある方は、挙手願います。ございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、報告第４号を終了いたします。 

  

議 長 日程第７、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、

を議題といたします。それでは、整理番号１について、担当委員より説明

願います。 

八 巻 委 員 議案書の７頁から８頁をご覧ください。●●●●●さんから●●●●さ



- 5 - 

んへの生前贈与でございます。現場で父親の●●さんと、渡辺委員、猪股

委員、川村推進委員、鎌田推進委員と私と事務局とで聞き取りのため、行

ってまいりました。特段問題ないと思いますので、ご審議のほどお願いし

たいと思います。 

議 長 ただいまの担当委員からの説明に対し、質疑・ご意見をいただきます。

ご意見等のある方は、挙手願います。ございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、お諮りいたします。議案第１号、農地法第３条の規

定による許可申請についての整理番号１は、申請のとおり、許可すること

にご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

議 長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１号、農地法第３条の規定によ

る許可申請についての整理番号１は、申請のとおり、許可することに決し

ました。 

  

議 長 続いて、整理番号２についてですが、長田幸浩委員の自己に関する事項

となっております。よって長田幸浩委員は除斥となります。 

 （長田委員、退室） 

議 長 それでは、整理番号２について、担当委員から説明願います。 

渡 辺 委 員 議案書の９頁をご覧ください。譲渡人●●●さんから譲受人●●●●さ

んへの生前贈与になります。特段問題ないと見てまいりました。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

議 長 ただいまの担当委員からの説明に対し、質疑・ご意見をいただきます。

ご意見等のある方は、挙手願います。ございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、お諮りいたします。議案第１号、農地法第３条の規

定による許可申請についての整理番号２は申請のとおり、許可することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

議 長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１号、農地法第３条の規定によ

る許可申請についての整理番号２は、申請のとおり、許可することに決し

ました。長田委員の除斥を解きます。 

 （長田委員、入室） 

議 長 長田委員に報告をします。当該議案については許可することに決しまし

た。 
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議 長 日程第８、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に対

する意見について、を議題といたします。それでは、担当委員から説明願

います。 

八 巻 委 員 議案書の１０頁、位置図は６頁・７頁をご覧ください。所在地は●●●

●●●●●●●外の計２筆になります。ＪＡ名取岩沼の●●農業倉庫の東

側にあたる一軒家でございます。この場所については、既に家が農地に建

っている状況です。申請人は●●●●●さんですが、当日立ち合いにいら

っしゃったのは不動産会社の方でした。売買をして、建て替えをするとの

ことです。聞き取りをしたところ、今の家の前の前にも家が建っており、

県からも建て替えの許可が下りる、との確認をしたようです。位置図を見

ていただくとわかりますが、北側の境界が居久根の中にあり、農地へ竹藪

がはみ出ている状態です。この部分を撤去し、ある程度土留めをするとい

うことでございます。それから東側の畑との境界はあるものの、水が流出

してしまうということでこの部分についても土留めをしてもらうというこ

とで指導をしてまいりました。工事が入るのは今年の７月でございますの

で、これらのことについては今後も見ていきたいと思います。以上でござ

いますので、ご審議のほどお願いいたします。 

議 長 ただいまの担当委員からの説明に対し、質疑・ご意見をいただきます。

ご意見等のある方は、挙手願います。ございませんか。 

佐 藤 委 員 ●●さんのお家ではないですか。 

八 巻 委 員 ●●さんがお亡くなりになって娘さんが相続し、今回不動産が入って売

買をするそうです。 

議 長 他にございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、お諮りいたします。議案第２号、農地法第４条第１

項の規定による許可申請に対する意見については、申請のとおり、許可相

当として県に進達することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

議 長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２号、農地法第４条第 1 項の規

定による許可申請に対する意見については、申請のとおり、許可相当とし

て県に進達することに決しました。 

  

議 長 日程第９、議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に対

する意見について、を議題といたします。それでは、担当委員より説明願

います。 

猪 股 委 員 議案書は１１頁、位置図は８頁・９頁をご覧ください。先ほどと同じメ



- 7 - 

ンバーで行ってまいりました。●●●●●●●●●、田、２６３㎡、譲渡

人が●●●●さん、譲受人が息子の●●●●さんです。転用目的は資材置

場で、木の型枠を置くようです。位置図の市内から西中に向かうまでの農

免道路から北側に申請地があります。現地調査をしたところ、盛り土をし

たばかりで、コンクリは入っていないが、山石等がゴロゴロ入っていて、

これらを撤去するなり、石を拾う等といったことをしないといけないと話

してきました。地元の委員で見に行ったところ、きれいに石を拾って、農

地に戻したようです。石を拾った、という報告は事務局にありましたか。 

佐 々 木 主 事 電話で報告があり、現地へ確認に行きました。 

猪 股 委 員 そういうことであれば、以上で報告を終わります。ご審議お願いいたし

ます。 

議 長 暫時、休憩いたします。 

 （休憩） 

議 長 

 

再開いたします。担当委員からの説明がありましたが、事務局から補足

説明ありましたらお願いします。 

佐 々 木 主 事 猪股委員の仰ったとおり、現地調査当日は大きい石がゴロゴロしており

まして、この状態では農地といえないので転用も認められません、という

話をしたところ、後日石を取り除きました、とご連絡をいただきました。

私も実際に見に行き、鎌田推進委員も今日見に行っていただいて、開会前

に担任委員で集まり、鎌田推進委員が撮ってくれた写真を見ましたが、隣

の畑とも変わらない、農地といって遜色ないような状態になっていて、当

初の石がゴロゴロしてあった状態は解消されております。 

議 長 ただいま、担当委員と事務局から説明がありましたが、質疑・ご意見を

いただきます。ご意見等のある方は、挙手願います。ございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、お諮りいたします。議案第３号、農地法第５条第１

項の規定による許可申請に対する意見については、許可相当として県に進

達することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

議 長 ご異議なしと認めます。よって、議案第３号、農地法第５条第 1 項の規

定による許可申請に対する意見については、申請のとおり、許可相当とし

て県に進達することに決しました。 

  

議 長 日程第１０、議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可後の事

業計画変更承認申請について、を議題といたします。整理番号２から１６

については関連事業でありますので、一括して審議をしたいと思います。
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それでは整理番号１について、事務局から説明願います。 

新妻事務局長事務取扱  議案書の１２頁をご覧ください。議案第４号、農地法第５条第１項の規

定による許可後の事業計画変更承認申請についての整理番号１につきまし

て意見を求めるものでございます。内容につきましては、●●●●●●●

●が資材置場として利用している一時転用地の事業期間を１２か月延長し

たいということでの申請でございます。以上でございます。 

議 長 ただいまの事務局からの説明に対し、質疑・ご意見をいただきます。ご

意見等のある方は、挙手願います。ございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、お諮りいたします。議案第４号、農地法第５条第１

項の規定による許可後の事業計画変更承認申請についての整理番号１は申

請のとおり、承認相当として県に進達することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

議 長 ご異議なしと認めます。よって、議案第４号、農地法第５条第１項の規

定による許可後の事業計画変更申請について、の整理番号１については、

申請のとおり、承認相当として県に進達することに決しました。 

  

議 長 続いて、整理番号２から１６についてですが、八巻委員の自己に関する

事項となっております。よって八巻委員は除斥となります。 

 （八巻委員、退室） 

議 長 それでは、整理番号２から１６について事務局から説明願います。 

新妻事務局長事務取扱  議案書の１２頁から１８頁をご覧ください。議案第４号、農地法第５条

第１項の規定による許可後の事業計画変更承認申請について、の整理番号

２から１６につきまして意見を求めるものでございます。内容につきまし

ては、●●●●●●●●が砂利採取を行っている一時転用地の事業期間を

１２か月延長したいということでの申請でございます。以上でございます。 

議 長 ただいまの事務局からの説明に対し、質疑・ご意見をいただきます。ご

意見等のある方は、挙手願います。ございませんか。 

佐 藤 委 員 場所は、●●●●の隣の土地ですか。 

佐 々 木 主 事 細かく調べてはいませんが、付近の土地です。 

猪 股 委 員 期間延長の理由を教えてほしい。 

新妻事務局長事務取扱  砂利採取法がございまして、そちらの期間が１年ずつ延長になるようで、

それに合わせて農地法の許可も１年単位で申請をしているところでござい

ます。 

佐 藤 委 員 ３年までですよね。 

郡 山 委 員 １年契約ですよね。３年まで延長できる。 
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佐 藤 委 員 取り決めだったり、埋め戻しの期間が間に合わなかったりすると延長と

いうことになる。 

猪 股 委 員 なんのために延長するのか。 

佐 々 木 主 事 砂利採取法での許可が１年しか下りないので、こちらも１年単位でしか

申請が行えないので、砂利採取法で１年申請し、こちらも１年延長し、と

いう方法で何度も申請を出していただくようになっております。 

猪 股 委 員 わかりました。 

議 長 他にございませんか。 

 （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、お諮りいたします。議案第４号、農地法第５条第１

項の規定による許可後の事業計画変更承認申請について、の整理番号２か

ら１６は申請のとおり、承認相当として県に進達することにご異議ござい

ませんか。 

 （「異議なし」の声） 

議 長 ご異議なしと認めます。よって、議案第４号、農地法第５条第１項の規

定による許可後の事業計画変更申請についての整理番号２から１６につい

ては、申請のとおり、承認相当として県に進達することに決しました。八

巻委員の除斥を解きます。 

 （八巻委員、入室） 

議 長 八巻委員に報告します。当該議案については、申請のとおり承認相当と

して県に進達することに決しました。 

  

議 長 日程第１１、議案第５号、農用地利用集積計画について、を議題といた

します。事務局から説明願います。 

新妻事務局長事務取扱  

 

 

 

 

 

議案書の１９頁、別冊の農用地利用集積計画案をご覧ください。農業経

営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画案を作成いたしました

ので、審議を求めるものでございます。利用権設定に係るものが２件、筆

数２筆、合計面積２，７７３．００㎡でございます。利用権設定を受ける

方については、同法第１８条第３項の要件を満たしており、農地の集積を

図るため、賃貸借を行うものでございます。なお、今回のこの農用地利用

集積計画の公告は、４月３０日を予定しております。以上でございます。 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、質疑・ご意見をいただきま

す。ご意見等のある方は、挙手願います。ございませんか。 

  （「なし」の声） 

議 長 ないようですので、お諮りいたします。議案第５号、農用地利用集積計

画については、計画案のとおりとすることにご異議ございませんか。 
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 （「異議なし」の声） 

議 長 ご異議なしと認めます。よって、議案第５号、農用地利用集積計画につ

いては、計画案のとおりとすることに決しました。 

  

議 長 本日の総会に付議された案件の審議は、すべて終了いたしました。 

これをもって、第４回岩沼市農業委員会総会を閉会いたします。 

  

 午後２時５分閉会 

  

 

 

 

上記は、会議の顛末を記録したもので、その正当たるを証するため、署

名をする。 
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